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東海第二発電所 新規制基準適合性審査に係る隣接事業所敷地に関する案件

東海第二発電所の新規制基準適合性審査に係る，隣接事業所の敷地に関係する案件に

ついて下表のとおり整理する。いずれの案件についても，対応内容について相手先の合意

が得られているか（No.1，No.3～5）又は管理を不要とする対応（No.2）を図ることとしている。

今後，相手先と合意内容に係る文書の取り交わしを行う。

次頁より各項目の内容を示す。

表 東海第二発電所 隣接事象所の敷地に関係する審査案件

Ｎｏ. 項 目 内 容 対応状況

1 外部火災
隣接事業所の敷地に跨った防火帯の管理及
び植生の管理

防火帯等の管理を実施する
ことで合意済み

2 竜巻
隣接事業所の敷地にある車両等の飛来物の
管理

対象施設の安全機能を維持
することで管理は不要

3 耐津波
隣接事業所の漂流物の定期的な調査，仮設
物等の情報入手

（検討中）

4 要員参集
隣接事業所内を経由した災害対策要員の参
集及び通行阻害時の障害物の撤去

参集等の対応内容について
合意済み

5
可搬型SA設備保
管場所，緊急時対
策所設置場所等

隣接事業所の所有地を当社が管理し，各施
設等を設置・運用

発電所としての敷地の利用
について合意済み



1．外部火災（1/7)

(1) 指摘事項

防火帯及び植生管理エリアを他事業者の敷地に設定している箇所について，当該敷地

の扱い，可燃物管理や植生管理に関する管理権限など，事業者としてどのように管理

するのかを示すこと。

(2) 回 答

他事業者敷地において当社の管理が必要となる「他事業者敷地内に防火帯を設置する箇

所」及び「他事業者敷地と防潮堤から21m※の範囲が重なる箇所」を図1に示す。当該箇所

については，当該他事業者と合意文書を取り交わし，当社敷地内と同様の管理を行う。

図1 他事業者敷地の管理が必要となる箇所

他事業者敷地内に防火帯を設置する箇所

他事業者敷地と防潮堤から21mの範囲

が重なる箇所

※：ＦＡＲＳＩＴＥ算出結果から求めた，

森林火災による輻射熱から防潮堤の

機能が確保される距離
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1．外部火災（2/7)

防火帯の延焼防止機能確保及び防潮堤への熱影響を防止するために以下の管理を行う。

なお，これらの管理は，他事業者敷地内の一部においても必要であることから，当社敷地

と同様の管理を可能とするため，当該他事業者と合意文書の取り交わしを行う。

①防火帯の延焼防止機能を確保するための管理

防火帯（幅23m※１）の延焼防止機能を確保するために，防火帯内は可燃物の排除等の管

理を行う。

②防潮堤への熱影響を防止するための植生管理

防潮堤への森林火災の熱影響を防止するために，防潮堤から21m※２の範囲（以下「熱影

響防止範囲（21m）」という。）は，植生等の管理を行う。

※1：ＦＡＲＳＩＴＥ算出結果から求めた，評価上必要となる防火帯幅21.4mに余裕をもたせ設定した幅

（参照箇所：外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）別添資料1 添付2 4.2 防火帯幅）

※2：ＦＡＲＳＩＴＥ算出結果から求めた，森林火災による輻射熱から防潮堤の機能が確保される距離

（参照箇所：外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）別添資料1 添付2 別紙2.5）
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＜防火帯の管理＞

・防火帯の延焼防止機能を阻害しないように，防火帯内には可燃物及び可燃物を含む機器（発電機等）は

設置禁止とする。（速やかに移動可能である場合は，一時的に設置可能）

・不燃物を配置する場合は，消火活動の支障とならないような配置を行う。

・防火帯内は駐車禁止とする。（通常時の通行，一時停止等は可能）

① 防火帯の延焼防止機能を確保するための管理

他事業者敷地内に防火帯を設置する箇所は図2の構内進入道路に設置する範囲①及び北地区の他事業者施

設に向かう道路に設置する範囲②である。

各々の拡大図を図3及び図4に示す。

これらの他事業者敷地内に設置する防火帯についても，当社敷地内と同じ管理を実施する。

1．外部火災（3/7)

図2 他事業者敷地内の防火帯設置箇所
図3 範囲①の拡大図 図4 範囲②の拡大図

：防火帯

：他事業者敷地内の防火帯設置箇所

：防潮堤 ：他事業者との共有道路 ：当社道路

：当社道路に防火帯を設置する箇所

駐車禁止区間であることを
示す道路標示等を設置

防火帯幅 23m

防
火
帯
幅

2
3
m
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② 防潮堤への熱影響を防止するための植生管理

他事業者敷地と熱影響防止範囲（21m）が重なる箇所は図5の北地区の他事業者施設前の道

路付近である範囲③と発電所南側防潮堤付近の範囲④である。

図6及び図7に管理が必要となる箇所，図8，図9及び図10に概念図を示す。

これらの他事業者敷地内についても，防潮堤への熱影響を防止するために，当社敷地内と

同じ管理を実施する。範囲③，④の管理方針を表１に示す。

1．外部火災（4/7)

＜防潮堤への森林火災熱影響防止のための管理＞

・防潮堤への森林火災の熱影響を防止するため必要となる離隔距離21m内は，植生等がない状態

で管理する。

他事業者敷地と熱影響防止範囲
（21m）が重なる箇所

現状の植生 管理方針

範囲③ 短い草 短い草を伐採し，植生がない状態に管理※

範囲④ マツ，高い草 マツ，高い草を伐採し，植生がない状態に管理※

表1 範囲③,④の管理方針

※：防潮堤から21mの範囲は植生がないよう管理することから，当該箇所については，非燃焼領域として
ＦＡＲＳＩＴＥ入力データへ反映している。
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1．外部火災（5/7)

図5 他事業者敷地と熱影響防止範囲（21m）が重なる箇所
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1．外部火災（6/7)

図7 範囲④の管理が必要となる範囲

「国土地理院(電子国土web)航空写真」に加筆

熱影響防止範囲：21m

図8 範囲③の概念図（ - ）

図6 範囲③の管理が必要となる範囲

図9 範囲④の概念図（ - ）

「国土地理院(電子国土web)航空写真」に加筆

管理が必要となる範囲

管理が必要となる範囲

熱影響防止範囲：21m

図10 範囲④の概念図（ - ）

：防潮堤

：敷地境界

：防潮堤

：敷地境界

他事業者敷地内
の植生管理ｴﾘｱ

2m

敷地境界

15m

他事業者連絡道路
4m

敷地内

21m

熱影響防止範囲

4m

敷地境界

敷地内

他事業者敷地内
の植生管理ｴﾘｱ

熱影響防止範囲

17m

21m

他事業者敷地内
の植生管理ｴﾘｱ

1m

敷地境界

20m

敷地内

21m

熱影響防止範囲
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【補足：車両等の可燃物火災の影響について】

防潮堤への熱影響を及ぼすおそれがある火災として森林火災の他に車両等の可燃物火災について検討した。

・車両等の可燃物火災の影響範囲は局所的にとどまる。

・万が一，可燃物火災による熱影響によって防潮堤外側の止水ジョイント部が破損した場合でも，

防潮堤内側の止水ジョイント部が健全なため防潮堤の止水機能は維持される。また，止水ジョイント

部は速やかに補修,交換等の対応が可能である。

以上から，車両等の可燃物火災に対しては，特別な管理は不要であり，運用により対応する。

1．外部火災（7/7)

図11 車両等の可燃物火災が発生する箇所の例

図12 想定する車両等の可燃物火災
図13 止水ジョイント部
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6 条(竜巻)-1-添付 8-別紙 6-1 

別紙 8-6 

使用済燃料乾式貯蔵建屋への車両衝突の影響について 

1. 概要

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，安全機能（遮蔽機能：ＰＳ－３※）を有する

施設として整理しているが，近隣施設の敷地から飛来する車両が衝突する可

能性が考えられる建屋の東側及び南側外壁においては，これらが損傷した場

合でも上記の安全機能を損なうものではないことを確認した。 

※：具体的な要求水準は，設置許可基準規則第 16 条第 4 項の解釈において参照される

「原子力発電所内の使用済燃料の乾式キャスク貯蔵について（平成 4年 8 月 27 日原

子力安全委員会了承）」の確認事項である，「（平常時において）人の居住の可能

性のある敷地境界外における空気カーマが年間 50μGy 以下」とすること。 

2. 衝突時の影響を考慮すべき部位の特定

2.1 車両の衝突範囲 

別図 6－1 に，使用済燃料乾式貯蔵建屋と近隣施設の敷地のうち車両が

存在する可能性があるエリアとの位置関係を示す。 

近隣施設の敷地からの車両は，使用済燃料乾式貯蔵建屋の南東方向から

飛来することから，使用済燃料乾式貯蔵建屋に衝突する場合は，建屋の東

側もしくは南側外壁に衝突すると考えられる。 

なお，車両の浮上高さは最大でも 20ｍ未満と考えられる※ため，屋根面

（地上高さ 21.2ｍ）に衝突することはない。 

このため，車両の衝突を考慮すべき箇所として，建屋の東側及び南側外

壁を抽出した。 

※：「添付資料 9 別紙 4 車両の飛散範囲について」参照

添付‐2-1
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6 条(竜巻)-1-添付 8-別紙 6-2 

イ）平面上の位置関係

ロ）鉛直方向の軌跡の例（上図○Ａ地点から）

別図 6－1 使用済燃料乾式貯蔵建屋と近隣施設の敷地から 

車両が到達し得るエリアの位置関係 
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6 条(竜巻)-1-添付 8-別紙 6-3 

2.2. 外壁損傷時の影響を考慮すべき範囲 

使用済燃料乾式貯蔵建屋の遮蔽機能に対する要求水準は，「人の居住の可

能性のある敷地境界外における空気カーマが年間 50μGy 以下」であるが，

別図 6－2 に示すとおり，車両の衝突を考慮すべき東側及び南側外壁のう

ち，人の居住の可能性のある敷地に面しており，建屋の遮蔽機能への影響を

検討すべき対象は，南側外壁のみとなる。 

添付‐2-3



6 条(竜巻)-1-添付 8-別紙 6-4 

別図 6－2 東側及び南側外壁の向き並びに敷地境界の線量評価点

添付‐2-4



6 条(竜巻)-1-添付 8-別紙 6-5 

3． 南側外壁への車両の衝突による影響評価 

3.1 建屋の構造と衝突時の遮蔽壁の状況想定 

使用済燃料乾式貯蔵建屋の構造を別図 6－3 に示す。評価対象である南側

外壁は厚さが異なる上部と下部で構成され，また建屋内部には，南方に面し

た内壁が存在する。これらの壁に対し，上部外壁にはスカイシャインに対す

る遮蔽機能を，また下部外壁及び内壁には直接線に対する遮蔽機能を考慮し

ている。 

車両衝突時のこれら遮蔽壁の損傷程度については，文献※を参照すると，

車両は外壁を貫通しないと考えられるため，別表 6-1 のとおり，上部及び下

部外壁に対し車両衝突時の損傷を想定した。また同様に，外壁の損傷範囲も

車両の接触面積と同程度の部分的なものに留まり，大幅な遮蔽能力の喪失が

生じる恐れは低いと思われるが，保守性を考慮し，損傷を想定する部位の遮

蔽能力は全喪失すると見なした。 

※：Madurapperuma 他，竜巻飛来物（自動車）衝突による鉄筋コンクリート構造物の挙

動，土木学会第 11 回構造物の衝撃問題に関するシンポジウム論文集，2014 

別図 6－3 使用済燃料乾式貯蔵建屋の構造 
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6 条(竜巻)-1-添付 8-別紙 6-6 

別表 6－1 車両の衝突箇所に対する各遮蔽壁の状況想定 

ケース 遮蔽壁の状況 
スカイシャイン及び直接線に

対する遮蔽厚さの変化

1 上部外壁

への衝突

上部外壁(450mm) 遮蔽能力全喪失 スカイ 450mm⇒0mm 

下部外壁(600mm) 健全 
直接線 変化なし(1100mm) 

内壁(500mm) 健全 

2 下部外壁

への衝突

上部外壁(450mm) 健全 スカイ 変化なし(450mm) 

下部外壁(600mm) 遮蔽能力全喪失 
直接線 1100mm⇒500mm 

内壁(500mm) 健全 

3.2 南側外壁の損傷に対する影響評価 

使用済燃料乾式貯蔵建屋の南側外壁が面する，人の居住の可能性のある敷地

境界は，別図 6-4 に示す I 地点となる。 

I 地点の方向に対する既存の線量率データのうち最も I 地点に近い，別図 6-

4 に示す建屋の南側外壁から約 500ｍ離れた地点に対し※，別表 6－1 で整理し

た状況における線量率を評価した上で，I 地点における線量が要求される水準

を維持しているかを推定した。 

※：建屋健全時の代表評価点は発電所敷地に近い別図 6-4 の E 地点近傍になることから，

建設時に I 地点のデータは算出していない。 
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6 条(竜巻)-1-添付 8-別紙 6-7 

別図 6－4 線量評価点 
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6 条(竜巻)-1-添付 8-別紙 6-8 

別表 6－1 のケース 1 及びケース 2 において，上部及び下部外壁をそれぞれ

喪失した時の遮蔽厚さの減少に伴う減衰比の変化率を基に，建屋南壁から

500m 地点の線量率を評価した結果を別表 6－2 に示す。 

別表 6－2 想定状況に対する外部線量の推定値 

評価点 ケース 線種 

建設時 

評価値 

(μGy/y)

減衰比 

変化率 

線量 

評価値 

（μGy/y） 

他施設の 

寄与 

（μGy/y） 

合計 

（μGy/y）

500m 

地点 

1 

スカイ

シャイン
0.470 約 31 倍※１ 14.57 

約 20.5※３

約 35.3 

直接線 0.218 なし 0.218 

2 

スカイ

シャイン
0.470 なし 0.470 

約 42.8 

直接線 0.218 約 100 倍※２ 21.8 

※1：（コンクリート厚 0cm の減衰比）／（同 45cm の減衰比）

※2：（コンクリート厚 50cm の減衰比）／（同 110cm の減衰比）

※3：建屋の建設時工認における値（東海第二発電所の原子炉建屋，タービン建屋及

び固体廃棄物保管建屋，並びに東海発電所からの線量） 

ケース 1 及びケース 2 ともに，「人の居住の可能性のある敷地境界外におけ

る空気カーマが年間50μGy以下」を500ｍ地点においても満足することから，

減衰が見込まれるより遠方の I 地点においても，同様に年間 50μGy 以下とな

る。 

よって，上部又は下部外壁に車両が衝突しても，使用済燃料乾式貯蔵建屋の

遮蔽機能は維持されると判断した。 

以 上 
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6 条(竜巻)-1-添付 8-別紙 6-9 

（参考） 

鉄筋コンクリート壁への車両の衝突解析事例 

文献※において，鉄筋コンクリート壁に竜巻飛来物として車両を衝突させ

るシミュレーションの結果が示されている。 

解析では正面衝突及び側面衝突の両ケースを実施しており，下図に示すよ

うに，使用済燃料乾式貯蔵建屋の上部外壁と同じ厚さ 450mm の壁面に対して

は，衝突面の損傷及び裏面剥離は見られるが，その範囲は車両の大きさと同

程度に留まっており，またコンクリートの大規模な脱落や鉄筋の大変形及び

破断は認められていないことから，遮蔽機能についてはある程度維持されて

いるものと考えられる。 

本文 3.2 節の影響評価では，衝突面においては遮蔽機能を全喪失したもの

として評価しており，上記の解析結果を鑑みると，この想定は保守性を有し

ていると判断している。 

正面衝突                側面衝突 

図 車両（質量 2t，速度 47m/s）衝突時の鉄筋コンクリート壁の損傷解析 

※：Madurapperuma 他，竜巻飛来物（自動車）衝突による鉄筋コンクリート構造物の挙動，

土木学会第 11 回構造物の衝撃問題に関するシンポジウム論文集，2014 

裏面(赤)の剥離

は 認 め ら れ る
が，内部コンク
リート（緑）は

残り，鉄筋の変
形も僅か
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6 条(竜巻)-1-添付 8-別紙 6-10 

「竜巻飛来物（自動車）衝突による鉄筋コンクリート構造物の挙動」抜粋 
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6 条(竜巻)-1-添付 8-別紙 7-1 

別紙 8-7 

敷地北側の隣接事業者施設からの車両の飛散影響について 

東海第二発電所の北側敷地にある，隣接事業所の施設からの車両の飛散につ

いて評価した結果，別図 7-1 に示すとおり，北側敷地の隣接事業所施設（道路

含む）は，その殆どが東海第二発電所の車両管理エリアの外にある。 

また，ごく一部の道路は車両管理エリアに掛かっているが，この位置から飛

散する車両については，別図 7－2 に示すとおり，至近に位置する防潮堤に遮

られ，評価対象施設まで到達することはない。 

したがって，北側敷地の隣接事業所施設から飛散する車両について，飛来物

源として考慮する必要は無い。 

以 上 
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6 条(竜巻)-1-添付 8-別紙 7-2 

別図 7－1 敷地北側の隣接事業者施設と車両管理エリア 

別図 7－2 車両管理エリア内にある隣接事業者道路からの車両の軌跡 
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6 条(竜巻)-1-添付 9-別紙 4-1 

別紙 9-4 

車両の飛散範囲について 

車両管理エリアの設定に必要な離隔距離等を考慮するための車両の飛散範囲

（飛散距離及び浮上高さ）については，以下の方針に基づきフジタモデルを用

いて算出した。 

ａ．飛散し易い形状を考慮し，代表的な寸法及び重量※を選定する。 

※：「箱状（表面積大）」かつ「密度が低い」物品が飛散し易いことから，以下の

車種を代表として選定した。 

・トラック（大型～小型のバン及び平型）

・バス（大型～マイクロバス）

・軽自動車（最大高（面積大），最軽量）

・軽トラック

ｂ．車両は地表面に位置する（地面からの初期高さ０）と見なす。 

ｃ．飛散距離に影響を与える飛散の出発点と到達点の高低差は，防護対象の

施設の配置状況を考慮し別表4－1のとおり余裕をもって設定した。 

別表4－1 出発点と到達点の高低差 

対象施設 

原子炉建屋，タービン建屋， 

排気筒，海水ポンプ室内設備，

使用済燃料乾式貯蔵建屋 

緊急時対策所 

高低差 20m 0m 

根拠 

これら設備の配置高さ（3m盤，

8m盤）と敷地内の車両通行箇所

の高低差に余裕を見た値 

緊急時対策所と周辺の車両

通行箇所の高低差に余裕を

見た値 

別表4－2に，車両の寸法，重量，空力パラメータ，最大浮上高さ及び上記の

2種類の高低差に対する最大飛散距離を示す。 

この結果より，車両の最大浮上高さは概ね20ｍ未満に留まると考えられ，ま

た高低差20m及び0mの最大飛散距離から，車両管理エリアの設定に用いる必要
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6 条(竜巻)-1-添付 9-別紙 4-2 

離隔距離をそれぞれ230m，190mとした。飛散解析においては上記の高低差の他

にも保守的な取扱いがなされており，上記数値は保守性を有したものとなって

いる。 
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6 条(竜巻)-1-添付 9-別紙 4-3 
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6 条(竜巻)-1-添付 9-別紙 4-4 
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可搬型重大事故等対処設備等の設置について

◆可搬型重大事故等対処設備などの設備については、以下の敷地に設置し、当社が管理することに
ついて、土地所有者（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構）と合意。

○対象地

・左記に示す通り（約107,000㎡）

○設置設備

・可搬型重大事故等対処設備

・緊急時対策所

・可搬型設備用軽油タンク

・緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵

タンク

・消火栓及び消火配管

・火災感知設備及びケーブル

・構内道路

・排水路及び排水枡

・防火帯及び防火エリア
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